
－ 患 者 様 各 位 － 厚生労働大臣の定める掲示事項

2026年 6月1日 大田池上病院 病院長

一般（70歳未満） 70歳以上の高齢者 標準負担額（1食当たり）

限度額適用区分「ア～エ」 一般所得者

550円

指定難病患者
小児慢性特定疾病児童等

300円

限度額適用区分「オ」
（低所得者：住民税非課税）

低所得者Ⅱ

90日目まで 270円

91日目以降 220円

該当なし
低所得者Ⅰ

（老齢福祉年金受給権者）
130円

１ 入院基本料について
当院では、各病棟において下記の看護職員を配置しております。
３ 階病棟 ・・・ 一般病棟入院基本料２ １０対１
４ 階病棟 ・・・ 地域包括ケア病棟入院料１ １３対１
５・６ 階病棟 ・・・ 地域包括ケア病棟入院料１ １３対１

※曜日により傾斜配置がございますので平均の配置人数です。

４ 入退院支援について
当院では、患者様が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や
生活を継続できるように、入院早期より退院困難な要因を有する患者様には、
退院支援を行っております。
各病棟の退院支援担当者（社会福祉士及び看護師）は次のとおりです。
【専従 社会福祉士】 清水 𠮷美
【専任 看護師】 安田 道子

２ 入院時食事療養費について
当院では、入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって
管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）・適温で提供しています。

入院時食事療養費の患者様ご負担金額

３ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用について
当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に採用しています。
ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。

７ 禁煙外来について
当院はニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙のための治療的サポート
をする禁煙外来を行っています。

５ ＤＰＣ対象病院について
当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算
する「ＤＰＣ対象病院」となっております。

６ 入院期間が１８０日を超える場合の費用徴収
当院では、入院期間が１８０日を超える患者様に対し、「特定療養費」を請求させ
ていただきます。なお、患者様の病状・治療内容（厚生労働大臣が定めるもの）
によっては、請求を除外される場合もございます。

◇１日あたり 一般病棟 2,717円

★1

３階病棟 清水　光 ４階病棟 安田　道子 ５・６階病棟 田中　エステル　恵泉

医療機関係数 1.4892

（基礎係数） (1.0583)

（機能評価係数Ⅱ） (0.1105)

（機能評価係数Ⅰ） 0.2804 

（救急補正係数） (0.0400)

1日勤務者数
1人当たり

受持ち患者数
1日勤務者数

1人当たり
受持ち患者数

9：45～17：45 6人以内 11人以内

17：45～翌9：45 14人以内 54人以内

9：45～17：45 6人以内 11人以内

17：45～翌9：45 15人以内 44人以内

9：45～17：45 6人以内 12人以内

17：45～翌9：45 16人以内 46人以内

4階病棟
(44床)

14人以上 6人以上

5・6階病棟
(46床)

14人以上 6人以上

病棟 時間帯
看護職員 看護補助者

3階病棟
(54床)

17人以上 7人以上


